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成 二 十 五 年 度 分 の 補 助 金 等 か ら 適 用 す る 。

　 　 平 成 二 十 五 年 三 月 二 十 九 日

栃 木 県 知 事 　 　 福 　 　 田 　 　 富 　 　 一 　 　

　 保 健 福 祉 部 の 部 高 齢 対 策 課 の 款 栃 木 県 介 護 施 設 開 設 準 備 経 費 助 成 特 別 対 策 事 業 補 助 金 の 項 交 付 の 目 的 の 欄 中

「 特 別 養 護 老 人 ホ ー ム 」 の 下 に 「 又 は 介 護 老 人 保 健 施 設 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 特 別 養 護 老 人 ホ ー ム 等 」 と い

う 。 ） 」 を 加 え 、 同 項 交 付 の 対 象 で あ る 事 務 又 は 事 業 の 内 容 の 欄 中 「 社 会 福 祉 法 人 」 を 「 民 間 事 業 者 （ 社 会 福

祉 法 人 、 医 療 法 人 そ の 他 知 事 が 適 当 と 認 め る 者 を い う 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。 ） 」 に 、 「 特 別 養 護 老 人

ホ ー ム 」 を 「 特 別 養 護 老 人 ホ ー ム 等 」 に 改 め 、 同 項 交 付 の 相 手 方 の 欄 中 「 社 会 福 祉 法 人 」 を 「 民 間 事 業 者 」 に

改 め る 。

（ 高 齢 対 策 課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第148号
　国土利用計画法（昭和49年法律第92号）第９条第１項の規定に基づく栃木県土地利用基本計画の計画図の一
部について、平成25年３月21日をもって変更したので、同条第14項において準用する同条第13項の規定により
公表する。
　なお、計画図については、その記載を省略し、栃木県総合政策部地域振興課において一般の縦覧に供する。
　　平成25年３月29日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
（地域振興課）　

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第149号
　次の軽油引取税免税証は、平成25年３月15日から無効とした。
　　平成25年３月29日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

免税証の
種 類

免 税
用 途

免税証の記号
及 び 番 号 枚数 有 効

期 間

免 税 証 に 記 載
さ れ た 販 売 業
者 の 住 所 氏 名

免 税 証 を
交 付 し た 県
税 事 務 所 名

無効の
事 由

200㍑券 農 業
A0760318502

～
A0760318507

６枚
H25.１.１
～

H25.12.31

那須町
㈱ＪＡエルサポート

栃木県
大田原県税事務所 紛 失

100㍑券 農 業 A0660050222 １枚
H25.１.１
～

H25.12.31

50㍑券 農 業 A0560033669 １枚
H25.１.１
～

H25.12.31

20㍑券 農 業
A0460055881

～
A0460055882

２枚
H25.１.１
～

H25.12.31

（税務課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第150号
　医療法（昭和23年法律第205号）第30条の６の規定により栃木県保健医療計画（平成20年栃木県告示第171
号）を変更したので、第30条の４第13項の規定により変更後の栃木県保健医療計画の概要を次のとおり公示す
る。
　なお、変更後の計画書は、栃木県保健福祉部保健福祉課及び各健康福祉センターに備えて一般の縦覧に供す
る。
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　　平成25年３月29日
栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

　　　栃木県保健医療計画
第１　計画策定の趣旨
　保健医療を取り巻く環境の変化や医療サービス提供体制の制度改革などの新たな課題に対応するため、現
行の計画を見直し、栃木県保健医療計画（６期計画）を策定することとした。
第２　計画の基本理念
　基本理念として、「良質な保健医療を提供する体制を確保し、生涯を通じて安心して健康でいきいきと暮
らすことができる環境づくり」を掲げ、県民の視点に立った、安全で質の高い医療が効率的に受けられる体
制の整備充実を図り、すべての県民が健康でいきいきと、安心して快適に生活できる社会の実現を目指し
て、計画を推進する。
第３　計画の位置づけ
　この計画は、次の性格を持つものである。
１　本県の保健医療に関する基本的な指針となる計画であること。
２　医療法第30条の４第１項の規定に基づく計画であること。
３　栃木県重点戦略“新とちぎ元気プラン”を踏まえた計画であること。
４　栃木県医療費適正化計画、栃木県高齢者支援計画（はつらつプラン21）、栃木県健康増進計画（とちぎ
健康21プラン）、栃木県がん対策推進計画、栃木県歯科保健基本計画、栃木県障害者計画（新とちぎ障害
者プラン21）、栃木県次世代育成支援対策行動計画（とちぎ子育て支援プラン）、その他保健・医療・福祉
に関する諸計画と調和が保たれた計画であること。

第４　計画の期間
　　この計画の期間は、平成25年度から平成29年度までとする。
第５　保健医療圏の設定及び基準病床数に関する事項
　１　保健医療圏の設定に関する事項
　　医療法第30条の４第２項第９号に規定する区域（以下「二次保健医療圏」という。）及び同項第10号に
規定する区域（以下「三次保健医療圏」という。）を次のとおり設定する。

二 次 保 健 医 療 圏 三 次
保健医療圏保健医療圏の名称 区 域

県北保健医療圏 大田原市、矢板市、那須塩原市、さくら市、那須烏山市、塩谷郡、那
須郡 県

の

区

域

県西保健医療圏 鹿沼市、日光市

宇都宮保健医療圏 宇都宮市

県東保健医療圏 真岡市、芳賀郡

県南保健医療圏 栃木市、小山市、下野市、河内郡、下都賀郡

両毛保健医療圏 足利市、佐野市

２　基準病床数に関する事項
　　医療法第30条の４第２項第11号に規定する基準病床数を次のとおり定める。

区 分 基 準 病 床 数

療
養
病
床
及
び
一
般

県 北 保 健 医 療 圏 1,770

県 西 保 健 医 療 圏 682

宇 都 宮 保 健 医 療 圏 3,480

県 東 保 健 医 療 圏 481

県 南 保 健 医 療 圏 3,732
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病
床 両 毛 保 健 医 療 圏 1,995

計 12,140

精 神 病 床 4,779

結 核 病 床 65

感 染 症 病 床 32

第６　５疾病・５事業・在宅医療の医療連携体制に関する事項
　患者の立場に立って、地域の限られた医療資源を有効に活用しながら、切れ目なく適切な医療の提供がな
される「医療連携体制」の構築を図る。
　特に県民の健康の保持を図るため広範かつ継続的な医療の提供が必要ながん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖
尿病、精神疾患の５疾病、特に県民が安心して医療を受けられる体制の確保が重要である救急医療、災害医
療、へき地医療、周産期医療、小児救急を含む小児医療の５事業及び在宅医療について、地域ごとに医療連
携体制を構築し、整備充実に努める。
　構築した地域ごとの医療連携体制については、５疾病５事業及び在宅医療のそれぞれの機能を担う具体的
な医療機関名などをわかりやすく明示し、県民や患者が、地域の医療機能を理解し、病状・病期に適した質
の高い医療を受けられるようにする。
※　計画の構成

第１章　保健医療計画の基本的な事項 １　計画策定の趣旨
２　計画の基本理念
３　計画の位置づけ
４　計画の期間

第２章　栃木県の保健・医療の現状 １　人口の動向
２　受療の状況
３　医療資源の状況
４　医療費の状況

第３章　保健医療圏と基準病床数 １　保健医療圏設定の基本的考え方
２　保健医療圏の設定
３　基準病床数

第４章　良質で効率的な医療の確保 １　県民・患者の立場に立った医療サービスの提供
２　医療機関の機能分担と連携
３　医療安全対策の推進
４　保健医療に関する情報化の推進

第５章　 ５疾病・５事業・在宅医療の医療
連携体制

１　医療連携体制の基本的な考え方
２　５疾病の医療連携体制
３　５事業の医療連携体制
４　在宅医療の医療連携体制

第６章　保健・医療・生活衛生の充実 １　多様な保健医療対策の推進
２　薬事対策の充実
３　食品の安全と生活衛生の確保

第７章　 保健・医療・福祉の総合的な取組
の推進

１　保健・医療・福祉の連携
２　健康づくりの推進
３　高齢者保健福祉対策
４　障害者保健福祉対策
５　母子保健対策
６　学校における保健対策
７　職域における保健対策
８　自殺対策の推進
９　健康危機管理体制の整備
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第８章　 保健・医療・福祉を支える人材の
育成確保

１　医師
２　歯科医師
３　薬剤師
４　獣医師
５　看護職員（保健師・助産師・看護師・准看護師）
６　多様な保健医療福祉サービス従事者
７　管理栄養士・栄養士
８ 　介護サービス従事者（介護福祉士・社会福祉士・ホーム
ヘルパー・ケアマネジャー）

第９章　圏域ビジョン １　県北保健医療圏
２　県西保健医療圏
３　宇都宮保健医療圏
４　県東保健医療圏
５　県南保健医療圏
６　両毛保健医療圏

第10章　 計画の周知、推進体制及び進行管
理・評価

１　計画の周知と情報公開
２　計画の推進体制と役割
３　進行管理、計画の評価、見直し

（保健福祉課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第151号
　農業振興地域の整備に関する法律（昭和44年法律第58号）第７条第１項の規定に基づき、農業振興地域の区
域を次のとおり変更したので、同条第２項において準用する同法第６条第５項の規定に基づき公告する。　　
　なお、関係図面は、栃木県農政部農政課において一般の縦覧に供する。
　　平成25年３月29日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　茂木町の区域のうち次に掲げる区域を農業振興地域から除外する。
　大字鮎田、大字青梅、大字桧山、大字林、大字馬門及び大字飯野のうち別図の斜線で表示した部分に該当
する土地の区域
２　那須町の区域のうち次に掲げる区域を農業振興地域に編入する。
　大字寺子乙のうち字上ノ原の地番3903の一部、3904-２の一部、3904-３の一部、3904-４の一部、3904-
６、3904-９から3904-11まで、3904-12の一部、3904-14から3904-16まで、3904-18、3904-19、3904-20の
一部、3904-21、3906から3918-９まで、3918-11から3918-14まで、3918-124から3918-126まで、3918-130
から3918-136まで、3919-１から3930まで、3939から3962-１まで、3962-４、3962-５、4328-２、4329-２、
4331-２、4332-２、4333-２、4334-２、4335-２の区域
　大字寺子丙のうち字前原の地番８-１、８-２の一部、８-３の一部、９-２から９-６まで、1087-５から
1087-６-２まで、1087-11の区域
　字堀ノ上の地番100-７から100-10まで、101-５、102-６、102-７の区域
　字馬坂の地番275の一部、276から277-２まで、277-３の一部、280の一部の区域
　大字富岡のうち字大久保の地番1085-４、1085-36、1085-41、1085-42、1085-337、1085-445の区域
　大字豊原甲のうち字蒲沢の地番887-１-１から887-11まで、887-13から887-17まで、887-19から889-５ま
で、889-６の一部、889-７、890-１の一部、890-３、890-４、890-６の一部、890-７の一部、890-８から
890-12までの区域
　字西原の地番894-１から894-５まで、920-２、920-５から920-８まで、920-９の一部、920-11、4895-1
から4895-４まで、4895-５の一部、4895-６から4895-18まで、5230の区域

（農政課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第152号
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　国土調査法（昭和26年法律第180号）第19条第２項の規定により、次のとおり地籍調査の成果を認証したの
で、同条第４項の規定により公告する。
　　平成25年３月29日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

調査を行った
者 の 名 称

調 査 区 域 成 果 の 名 称 認証年月日

宇都宮市 宇都宮市中里町及び松田
新田町の各一部

宇都宮市中里町及び松田新田町の各一部
（中里原Ⅳ・松田新田地区）の地籍図及
び地籍簿

平成25年３月19日

宇都宮市上田原町及び下
田原町の各一部

宇都宮市上田原町及び下田原町の各一部
（上田原Ⅴ・下田原Ⅰ地区）の地籍図及
び地籍簿

平成25年３月19日

小山市 小山市大字羽川及び大字
南半田の各一部

小山市大字羽川及び大字南半田の各一部
（羽川Ⅰ地区）の地籍図及び地籍簿

平成25年３月19日

下野市 下野市小金井及び笹原の
各一部

下野市小金井及び笹原の各一部（小金井
Ⅰ地区）の地籍図及び地籍簿

平成25年３月19日

那須烏山市 那須烏山市横枕の一部 那須烏山市横枕の一部（横枕Ⅲ地区）の
地籍図及び地籍簿

平成25年３月19日

那須烏山市横枕の一部 那須烏山市横枕の一部（横枕Ⅳ地区）の
地籍図及び地籍簿

平成25年３月19日

那須烏山市向田の一部 那須烏山市向田の一部（向田Ⅱ地区）の
地籍図及び地籍簿

平成25年３月19日

（農村振興課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第153号
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。
　その関係図面は、栃木県県土整備部道路保全課において、平成25年３月29日から同年４月30日まで一般の縦
覧に供する。
　　平成25年３月29日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
Ⅰ
道路の種類　県道
路　線　名　主要地方道　宇都宮亀和田栃木線
道路の区域

整理番号 変更前
後の別 区 間 敷地の幅員

（メートル）
延 長
（メートル） 備 考

３

前

下都賀郡壬生町大字羽生田字二本木
1019-３から
下都賀郡壬生町大字羽生田字二本木
1066-１まで

40.0 ～ 43.0 26.0

後

下都賀郡壬生町大字羽生田字二本木
1019-３から
下都賀郡壬生町大字羽生田字二本木
1066-１まで

40.0 ～ 46.0 26.0
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Ⅱ
道路の種類　県道
路　線　名　主要地方道　足利館林線
道路の区域

整理番号 変更前
後の別 区 間 敷地の幅員

（メートル）
延 長
（メートル） 備 考

８

前Ａ 足利市野田町2044-１から
足利市野田町1171まで 6.6 ～ 30.5 2,029.0 Ａ及びＢは、

関係図面で表
示する敷地の
区分をいう。前Ｂ 足利市野田町2044-１から

足利市野田町1171まで 13.6 ～ 18.8 2,105.0

後 足利市野田町2044-１から
足利市野田町1171まで 13.6 ～ 18.8 2,105.0

Ⅲ
道路の種類　県道
路　線　名　一般県道　野田多々良停車場線
道路の区域

整理番号 変更前
後の別 区 間 敷地の幅員

（メートル）
延 長
（メートル） 備 考

148
前 足利市野田町1374-７から

足利市久保田町244まで 8.0 ～ 11.7 463.0

後 足利市野田町1112-１から
足利市久保田町244まで 10.0 ～ 11.3 254.0

Ⅳ
道路の種類　県道
路　線　名　一般県道　羽生田鶴田線
道路の区域

整理番号 変更前
後の別 区 間 敷地の幅員

（メートル）
延 長
（メートル） 備 考

155

前Ａ

下都賀郡壬生町みぶ羽生田産業団地
974-１から
下都賀郡壬生町みぶ羽生田産業団地
1290-１まで

13.0 ～ 16.0 1,176.2
Ａ及びＢは、
関係図面で表
示する敷地の
区分をいう。

前Ｂ

下都賀郡壬生町みぶ羽生田産業団地
138-62から
下都賀郡壬生町みぶ羽生田産業団地
1290-１まで

31.0 ～ 46.0 911.7

後

下都賀郡壬生町みぶ羽生田産業団地
138-62から
下都賀郡壬生町みぶ羽生田産業団地
1290-１まで

31.0 ～ 46.0 911.7

Ⅴ
道路の種類　県道
路　線　名　一般県道　羽生田上蒲生線
道路の区域
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整理番号 変更前
後の別 区 間 敷地の幅員

（メートル）
延 長
（メートル） 備 考

177

前

下都賀郡壬生町大字福和田字東原
1573-６から
下都賀郡壬生町大字福和田字東原
1589-４まで

5.8 ～ 7.5 761.0

後

下都賀郡壬生町大字福和田字東原
1573-６から
下都賀郡壬生町大字福和田字東原
1589-４まで

12.6 ～ 32.9 761.0

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第154号
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を開始する。
　その関係図面は、栃木県県土整備部道路保全課において、平成25年３月29日から同年４月30日まで一般の縦
覧に供する。
　　平成25年３月29日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

整理番号 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の期日

161 一 般 県 道
下 河 戸 片 岡 線

矢板市片岡字猪ノ子原2151-６から
矢板市片岡字沢橋2167-10まで 平成25年３月29日

208 一 般 県 道
飛 駒 足 利 線

足利市菅田町474-１から
足利市菅田町470-３まで 平成25年３月29日

（道路保全課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第155号
　都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第２項において準用する同法第18条第１項の規定により、都市
計画を変更したので、同法第21条第２項において準用する同法第20条第１項の規定により、次のとおり告示す
る。
　なお、同法第21条第２項において準用する同法第20条第２項の規定により、その関係図書を縦覧に供する。
　　平成25年３月29日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
Ⅰ
１　都市計画の種類及び名称
　　宇都宮都市計画道路３・３・102号宇都宮水戸線、３・４・202号古峯原宮通り及び３・４・203号鹿沼
環状線
２　都市計画を定める土地の区域
　　変更する部分
　　宇都宮市飯田町並びに鹿沼市千渡及び白桑田の各一部
３　縦覧場所
　　栃木県県土整備部都市計画課、宇都宮市都市整備部都市計画課及び鹿沼市都市建設部都市計画課
Ⅱ
１　都市計画の種類及び名称
　　日光都市計画道路３・４・20号平町東町線及び３・４・25号下今市駅前線
２　都市計画を定める土地の区域
　　変更する部分
　　日光市今市字中道及び字小林道下の各一部
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３　縦覧場所
　　栃木県県土整備部都市計画課及び日光市建設部都市計画課
Ⅲ
１　都市計画の種類及び名称
　　那須都市計画道路３・４・５号若葉通り、３・４・６号公園通り及び３・４・７号駅前通り
２　都市計画を定める土地の区域
　　削除する部分
　　那須町大字富岡字裏林及び字大久保、大字寺子乙字上ノ原、字北向、字山岸、字下川道添、字前原及び
字前通、大字寺子丙字前原、字馬坂、字堀ノ上、字東山及び字屋敷前並びに大字豊原甲字蒲沢及び字西原
の各一部
３　縦覧場所
　　栃木県県土整備部都市計画課及び那須町建設課

（都市計画課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第156号
　都市計画法（昭和43年法律第100号）第63条第１項の規定により、昭和33年建設省告示第907号宇都宮都市計
画下水道事業宇都宮市公共下水道の事業計画の変更を認可したので、同条第２項において準用する同法第62条
第１項の規定により告示する。
　　平成25年３月29日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　施行者の名称
　　宇都宮市
２　都市計画事業の種類及び名称
　　宇都宮都市計画下水道事業宇都宮市公共下水道
３　事業施行期間
　　昭和33年３月31日～平成31年３月31日
４　事業地
⑴　収用の部分
　昭和33年建設省告示第907号、昭和35年建設省告示第1900号、昭和40年建設省告示第352号、昭和40年
建設省告示第3197号、昭和42年建設省告示第1046号、昭和42年建設省告示第2979号、昭和44年建設省告
示第1363号、昭和44年栃木県告示第722号、昭和45年栃木県告示第226号、昭和45年栃木県告示第748号、
昭和47年栃木県告示第639号、昭和48年栃木県告示第532号、昭和49年栃木県告示第436号、昭和56年栃木
県告示第395号、昭和57年栃木県告示第1228号、昭和57年栃木県告示第1203号、昭和59年栃木県告示第568
号、昭和60年栃木県告示第677号、昭和62年栃木県告示第420号、昭和63年栃木県告示第748号、平成元年
栃木県告示第805号、平成２年栃木県告示第638号、平成３年栃木県告示第208号、平成６年栃木県告示第
808号、平成７年栃木県告示第202号、平成８年栃木県告示第206号、平成10年栃木県告示第127号、平成10
年栃木県告示第502号、平成12年栃木県告示第121号、平成12年栃木県告示第681号、平成13年栃木県告示
第489号、平成13年栃木県告示第122号、平成13年栃木県告示第679号、平成15年栃木県告示第424号、平成
16年栃木県告示第88号、平成16年栃木県告示第219号、平成18年栃木県告示第292号、平成19年栃木県告示
第305号及び平成21年栃木県告示第169号の事業地のうち、駒生町において事業地を変更し、立伏町を加え
る。
⑵　使用の部分
　　なし
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第157号
　都市計画法（昭和43年法律第100号）第63条第１項の規定により、平成15年栃木県告示第664号上河内都市計
画下水道事業宇都宮市公共下水道の事業計画の変更を認可したので、同条第２項において準用する同法第62条
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第１項の規定により告示する。
　　平成25年３月29日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　施行者の名称
　　宇都宮市
２　都市計画事業の種類及び名称
　　上河内都市計画下水道事業宇都宮市公共下水道
３　事業施行期間
　　平成15年12月５日～平成31年３月31日
４　事業地
⑴　収用の部分
　　変更なし
⑵　使用の部分
　　なし
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第158号
　都市計画法（昭和43年法律第100号）第63条第１項の規定により、昭和46年栃木県告示第1154号小山栃木都
市計画下水道事業小山市公共下水道の事業計画の変更を認可したので、同条第２項において準用する同法第62
条第１項の規定により告示する。
　　平成25年３月29日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　施行者の名称
　　小山市
２　都市計画事業の種類及び名称
　　小山栃木都市計画下水道事業小山市公共下水道
３　事業施行期間
　　昭和46年12月28日～平成28年３月31日
４　事業地
⑴　収用の部分
　昭和46年栃木県告示第1154号、昭和55年栃木県告示第201号、昭和61年栃木県告示第187号、昭和62年
栃木県告示第950号、平成３年栃木県告示第403号、平成４年栃木県告示第592号、平成７年栃木県告示第
104号、平成10年栃木県告示第150号、平成12年栃木県告示第108号、平成13年栃木県告示第181号、平成14
年栃木県告示第279号、平成17年栃木県告示第830号、平成19年栃木県告示第254号、平成22年栃木県告示
第85号、平成22年栃木県告示第261号及び平成23年栃木県告示第168号の事業地のうち、大字立木字大日川
原、字畝割及び字桃木畑、大字小山字向河原、字前河原及び字下河原上並びに大字大行寺字上川原及び字
下川原において事業地を変更する。
⑵　使用の部分
　　なし
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第159号
　都市計画法（昭和43年法律第100号）第63条第１項の規定により、昭和48年栃木県告示第134号宇都宮都市計
画下水道事業真岡市公共下水道の事業計画の変更を認可したので、同条第２項において準用する同法第62条第
１項の規定により告示する。
　　平成25年３月29日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　施行者の名称
　　真岡市
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２　都市計画事業の種類及び名称
　　宇都宮都市計画下水道事業真岡市公共下水道
３　事業施行期間
　　昭和48年２月23日～平成30年３月31日
４　事業地
⑴　収用の部分
　　変更なし
⑵　使用の部分
　昭和48年栃木県告示第134号、昭和54年栃木県告示第314号、昭和54年栃木県告示第898号、昭和56年栃
木県告示第953号、昭和60年栃木県告示第782号、昭和63年栃木県告示836号、平成５年栃木県告示第236
号、平成５年栃木県告示第731号、平成10年栃木県告示第144号、平成12年栃木県告示第68号、平成14年栃
木県告示第339号、平成20年栃木県告示第84号及び平成23年栃木県告示第328号の事業地に、真岡市久下田
西一丁目、久下田西二丁目、久下田西三丁目、久下田西四丁目、久下田西五丁目、久下田西六丁目、久下
田西七丁目、さくら一丁目、さくら二丁目、さくら三丁目及びさくら四丁目、真岡市久下田字西木戸、字
新田、字西山、字千代ヶ岡、字蟠龍水、字伐残シ及び字上城の全部の区域並びに真岡市久下田字古袋、真
岡市石島字上城、字谷ツ田、字丸山、字大道、字西裏、字東裏の各一部の区域を加える。

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第160号
　都市計画法（昭和43年法律第100号）第63条第１項の規定により、昭和54年栃木県告示第853号大田原都市計
画下水道事業大田原公共下水道の事業計画の変更を認可したので、同条第２項において準用する同法第62条第
１項の規定により告示する。
　　平成25年３月29日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　施行者の名称
　　大田原市
２　都市計画事業の種類及び名称
　　大田原都市計画下水道事業大田原公共下水道
３　事業施行期間
　　昭和54年９月14日～平成27年３月31日
４　事業地
⑴　収用の部分
　　変更なし
⑵　使用の部分
　　なし
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第161号
　都市計画法（昭和43年法律第100号）第63条第１項の規定により、　平成７年栃木県告示第135号烏山都市計
画下水道事業烏山町公共下水道の事業計画の変更を認可したので、同条第２項において準用する同法第62条第
１項の規定により告示する。
　　平成25年３月29日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　施行者の名称
　　那須烏山市
２　都市計画事業の種類及び名称
　　那須烏山都市計画下水道事業那須烏山市公共下水道
３　事業施行期間
　　平成７年３月10日～平成31年３月31日
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４　事業地
⑴　収用の部分
　平成７年栃木県告示第135号、平成12年栃木県告示第527号、平成18年栃木県告示295号の事業地のう
ち、栃木県那須烏山市中央一丁目字杉並及び字元町、中央二丁目字仲町及び字鍛冶町並びに南一丁目字高
峰地内において事業地を変更し、中央一丁目字十四軒町、字秋葉町、字泉町及び字五軒町、中央二丁目字
泉町並びに中央三丁目地内を加える
⑵　使用の部分
　　なし
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第162号
　都市計画法（昭和43年法律第100号）第63条第１項の規定により、平成９年栃木県告示第510号茂木都市計画
下水道事業茂木町公共下水道の事業計画の変更を認可したので、同条第２項において準用する同法第62条第１
項の規定により告示する。
　　平成25年３月29日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　施行者の名称
　　茂木町
２　都市計画事業の種類及び名称
　　茂木都市計画下水道事業茂木町公共下水道
３　事業施行期間
　　平成９年８月８日～平成29年３月31日
４　事業地
⑴　収用の部分
　平成９年栃木県告示第510号、平成15年栃木県告示第92号、平成20年栃木県告示第579号及び平成22年栃
木県告示第58号の事業地に、栃木県芳賀郡茂木町大字三坂字坂下、字山下、字広町、字シツミ、字橋場及
び字高坂並びに大字坂井字岩崎及び字梅沢を加え、大字坂井字愛宕において事業地を変更する。
⑵　使用の部分
　　なし
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第163号
　都市計画法（昭和43年法律第100号）第63条第１項の規定により、平成10年栃木県告示第709号市貝都市計画
下水道事業市貝町公共下水道の事業計画の変更を認可したので、同条第２項において準用する同法第62条第１
項の規定により告示する。
　　平成25年３月29日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　施行者の名称
　　市貝町
２　都市計画事業の種類及び名称
　　市貝都市計画下水道事業市貝町公共下水道
３　事業施行期間
　　平成10年12月１日～平成29年３月31日
４　事業地
⑴　収用の部分
　　変更なし
⑵　使用の部分
　　なし
　───────────────────────────────────────────────
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栃木県告示第164号
　都市計画法（昭和43年法律第100号）第63条第１項の規定により、平成４年栃木県告示第591号小山栃木都市
計画下水道事業野木町公共下水道の事業計画の変更を認可したので、同条第２項において準用する同法第62条
第１項の規定により告示する。
　　平成25年３月29日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　施行者の名称
　　野木町
２　都市計画事業の種類及び名称
　　小山栃木都市計画下水道事業野木町公共下水道
３　事業施行期間
　　平成４年８月７日～平成28年３月31日
４　事業地
⑴　収用の部分
　平成４年栃木県告示第591号、平成10年栃木県告示第151号、平成11年栃木県告示第524号、平成13年栃
木県告示第90号、平成16年栃木県告示第360号、平成19年栃木県告示第253号の事業地に、大字潤島字若林
裏、大字潤島字赤塚境、大字友沼字松原、大字友沼字南を加える。
⑵　使用の部分
　　変更なし

（都市整備課）　
　───────────────────────────────────────────────

公 告
　　　○土地改良区役員の就任
　土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第16項の規定により、次のとおり土地改良区の役員について就
任の届出があったので、同条第17項の規定により公告する。
　　平成25年３月29日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

土 地
改 良 区 名 役職名 退 任 役 員

氏 名
就 任 役 員
氏 名 住 所 退 任

年 月 日
就 任
年 月 日

釜 ケ 渕
土 地 改 良 区 理 事 荻原　良治 さくら市上阿久津1807-21 25.３.５

　───────────────────────────────────────────────
　　　○県営土地改良事業の特別減歩の指定
　土地改良法（昭和24年法律第195号）第89条の２第３項において準用する同法第53条の２の３第１項の規定
により、県営金田北部３期地区土地改良（区画整理）事業において、次の土地を、地積を特に減じて換地を定
める土地として指定したので、同条第２項において準用する同法第53条の２第３項の規定により公告する。
　　平成25年３月29日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

市 町 村 大　字 字 地　 番 地　目 用　途 地 積 特に減じる地積 摘 要

大田原市 荒井 登戸通東 541 山林 田 9,728㎡ 5,192㎡

大田原市 中田原 上深田西 2066-１ 畑 田 2,304㎡ 2,223㎡

大田原市 中田原 上深田西 2126-１ 田 田 3,728㎡ 3,471㎡

大田原市 中田原 上深田西 2179 畑 畑 826㎡ 379㎡
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大田原市 中田原 上深田西 2181-１ 畑 田 1,259㎡ 1,187㎡

大田原市 中田原 上深田西 2184 畑 田 1,279㎡ 1,200㎡

大田原市 中田原 上深田西 2219-７ 畑 田 5,348㎡ 4,151㎡

大田原市 中田原 上深田西 2243-２ 田 田 1,256㎡ 1,170㎡

大田原市 富池 船山前 380-６ 畑 畑 981㎡ 706㎡

大田原市 富池 船山前 389-２ 田 田 922㎡ 664㎡

大田原市 富池 船山前 395-２ 田 田 996㎡ 813㎡

大田原市 富池 船山前 438-１ 田 田 7,674㎡ 5,975㎡

大田原市 富池 船山前 476-２ 畑 田 1,452㎡ 1,049㎡

（農地整備課）　
　───────────────────────────────────────────────
　　　○土地区画整理組合理事の住所の変更
　土地区画整理法（昭和29年法律第119号）第29条第１項の規定により、次のとおり土地区画整理組合の理事
について住所の変更の届出があったので、同条第２項の規定により公告する。
　　平成25年３月29日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

土 地 区 画
整理組合名 氏 名 変 更 前 住 所 変 更 後 住 所 届 出

年 月 日

小山市小山東
部第二土地区
画整理組合

椎名　正光 小山市大字犬塚846番地２ 小山市犬塚８丁目６番地１

平成25年
３月18日

藤巻　三千彦 小山市大字犬塚994番地14 小山市犬塚７丁目11番地７

植野　芳彦 小山市大字犬塚998番地176 小山市犬塚８丁目16番地13

大貫　武男 小山市大字犬塚983番地12 小山市犬塚７丁目18番地14

沖　伊和惠 小山市大字犬塚842番地３ 小山市犬塚８丁目２番地８

輕部　泰司 小山市大字犬塚950番地 小山市犬塚６丁目20番地10

椎名　公美 小山市大字犬塚871番地 小山市犬塚６丁目３番地７

新美　幸雄 小山市大字犬塚998番地404 小山市犬塚８丁目８番地１

森田　和男 小山市大字犬塚858番地 小山市犬塚８丁目14番地５

吉田　稔 小山市大字犬塚842番地10 小山市犬塚８丁目２番地６

（都市計画課）　
　───────────────────────────────────────────────

監 査 委 員
栃木県監査委員告示第４号
　地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第２項及び第４項の規定に基づく監査を執行したので、同条第
９項の規定により、その結果を次のとおり公表する。
　　平成25年３月29日

栃木県監査委員　　梶　　　　　克　　之　　
　　　同　　　　　早　　川　　尚　　秀　　
　　　同　　　　　黒　　本　　敏　　夫　　
　　　同　　　　　田　　崎　　昌　　芳　　
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第１　監査事項
　　　財務に関する事務の執行及びその他の事務の執行
第２　監査対象期間

監査実施月 監 査 対 象 期 間 備 考

平成25年２月 平成23年度及び平成24年度（９月末現在） 給与については予備監査実施日まで

第３　監査の結果
（教育委員会）

監査対象機関名 監 査 年 月 日 監 査 の 結 果 及 び 意 見

今 市 高 等 学 校 平成25年２月20日 給与事務のうち、期末手当において、育児休業職員の在職期間
別支給割合を誤ったことから、過支給となっているものが１件
69,393円あった。

小山北桜高等学校 平成25年２月20日 予算執行のうち、高等学校産業教育施設整備事業費に係る深井
戸ポンプ改修工事において、当該井戸を公有財産としてその現
況を把握し適正な管理をしていなかったため、誤った井戸の深
さを基に設計積算し、必要以上の数量の揚水管を製作してい
た。

※指摘事項： 事務が著しく不適正又は経済性、効率性及び有効性の視点から著しく不適切と認められるも
の

　───────────────────────────────────────────────
栃木県監査委員告示第５号
　地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第７項の規定に基づく財政的援助団体等の監査を執行したの
で、同条第９項の規定により、その結果を次のとおり公表する。
　　平成25年３月29日

栃木県監査委員　　梶　　　　　克　　之　　
　　　同　　　　　早　　川　　尚　　秀　　
　　　同　　　　　黒　　本　　敏　　夫　　
　　　同　　　　　田　　崎　　昌　　芳　　

監 査 箇 所
監 査
年 月 日

監 査 対 象
年 度

監 査 の 対 象 監 査 の 結 果

学 校 法 人
須 賀 学 園

平成24年
11月19日

平成23年度 　次の補助金に係る出納その他
の事務の執行状況
・小・中・高校運営費補助金
・ 私立高等学校授業料減免補助
金
・ 私立学校施設災害復旧費補助
金

　補助金に係る事業は、目
的に沿って適正に執行され
たものと認められた。

学 校 法 人
佐 山 学 園

平成24年
11月27日

平成23年度 　次の補助金に係る出納その他
の事務の執行状況
・小・中・高校運営費補助金
・ 私立高等学校授業料減免補助
金
・結核予防費補助金

　補助金に係る事業は、目
的に沿って適正に執行され
たものと認められた。

学 校 法 人
佐野日本大学学園

平成24年
12月４日

平成23年度 　次の補助金に係る出納その他
の事務の執行状況

　補助金に係る事業は、目
的に沿って適正に執行され
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・小・中・高校運営費補助金
・ 私立高等学校授業料減免補助
金
・結核予防費補助金

たものと認められた。

学 校 法 人
宇 都 宮
Ｙ Ｍ Ｃ Ａ 学 園

平成25年
１月25日

平成23年度 　次の補助金に係る出納その他
の事務の執行状況
・幼稚園運営費補助金
・ 私立学校施設災害復旧費補助
金

　補助金に係る事業は、目
的に沿って適正に執行され
たものと認められた。

学 校 法 人
ひ ま わ り 学 園

平成25年
２月５日

平成23年度 　次の補助金に係る出納その他
の事務の執行状況
・幼稚園運営費補助金

　補助金に係る事業は、目
的に沿って適正に執行され
たものと認められた。

財 団 法 人
と ち ぎ 未 来
づ く り 財 団

平成25年
２月５日

平成23年度 　団体の運営状況及び次の補助
金に係る出納その他の事務の執
行状況並びに公の施設の管理状
況
・出資金
・ 栃木県総合文化センター文化
事業補助金
・ 栃木県青少年育成推進事業費
補助金
・栃木県総合文化センター
・栃木県子ども総合科学館
・栃木県立とちぎ海浜自然の家
・栃木県立なす高原自然の家
・ 栃木県立しもつけ風土記の丘
資料館

　団体の運営及び補助金に
係る事業並びに公の施設の
管理は、設立目的等に沿っ
て適正に執行されたものと
認められた。

株 式 会 社
日光自然博物館

平成24年
10月26日

平成23年度 　団体の運営状況及び公の施設
の管理状況
・出資金
・ 栃木県立日光自然博物館及び
奥日光地区駐車場

　団体の運営及び公の施設
の管理は、設立目的等に
沿って適正に執行されたも
のと認められた。

財 団 法 人
栃木県環境保全
公 社

平成25年
２月８日

平成23年度 　団体の運営状況及び次の補助
金等に係る出納その他の事務の
執行状況
・出資金
・廃棄物対策推進事業費補助金
・ 廃棄物処理施設等周辺整備事
業市町村交付金

  団体の運営及び補助金等
に係る事業は、設立目的等
に沿って適正に執行された
ものと認められた。

社 会 福 祉 法 人
恩賜財団済生会
支部栃木県済生会

平成25年
１月22日

平成23年度 　次の補助金等に係る出納その
他の事務の執行状況
・ 栃木県看護師等養成所運営費
補助金
・病院内保育所運営費補助金
・ 新人看護職員研修事業費補助
金
・救急医療施設運営費等補助金

　補助金等に係る事業は、
目的に沿って適正に執行さ
れたものと認められた。
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・ ハイリスク分娩受入促進事業
補助金
・ 産科医等確保支援事業費補助
金
・ 新生児医療担当医確保支援事
業費補助金
・ がん診療連携拠点病院機能強
化事業補助金
・ 小児医療施設設備整備費補助
金
・ 周産期医療施設設備整備費補
助金
・ 災害拠点病院医療体制支援事
業費補助金
・ 救命救急センター設備整備費
補助金
・児童福祉施設整備費補助金
・ 救命センター土地使用料負担
金
・ 救命救急センター設備整備資
金貸付金

公 益 財 団 法 人
栃木県産業振興
セ ン タ ー

平成25年
２月１日

平成23年度 　団体の運営状況及び次の補助
金等に係る出納その他の事務の
執行状況
・出資金
・ 栃木県産業振興センター補助
金
・ 特許情報利用促進事業費補助
金
・ 小規模企業者等設備導入資金
貸付金

　団体の運営及び補助金等
に係る事業は、設立目的等
に沿って適正に執行された
ものと認められた。

公 益 財 団 法 人
大谷地域整備公社

平成25年
１月22日

平成23年度 　団体の運営状況及び次の補助
金に係る出納その他の事務の執
行状況
・出資金
・ 財団法人大谷地域整備公社安
全対策推進事業費補助金

　団体の運営及び補助金に
係る事業は、設立目的等に
沿って適正に執行されたも
のと認められた。

西那須野商工会 平成25年
１月22日

平成23年度 　次の補助金に係る出納その他
の事務の執行状況
・ 小規模企業経営支援事業費補
助金

　補助金に係る事業は、目
的に沿って適正に執行され
たものと認められた。

一 般 社 団 法 人
栃木県商工会議所
連 合 会

平成25年
１月29日

平成23年度 　次の補助金に係る出納その他
の事務の執行状況
・ 小規模企業経営支援事業費補
助金

　補助金に係る事業は、目
的に沿って適正に執行され
たものと認められた。

石 橋 商 工 会 平成25年
２月１日

平成23年度 　次の補助金に係る出納その他
の事務の執行状況
・ 小規模企業経営支援事業費補
助金

　補助金に係る事業は、目
的に沿って適正に執行され
たものと認められた。



（296） 栃 木 県 公 報 第2466号平成25年３月29日　金曜日

鹿沼商工会議所 平成25年
２月５日

平成23年度 　次の補助金に係る出納その他
の事務の執行状況
・ 小規模企業経営支援事業費補
助金

　補助金に係る事業は、目
的に沿って適正に執行され
たものと認められた。

公 益 財 団 法 人
栃木県国際交流
協 会

平成25年
１月25日

平成23年度 　団体の運営状況及び次の補助
金に係る出納その他の事務の執
行状況
・出資金
・国際化推進事業費補助金

　団体の運営及び補助金に
係る事業は、設立目的等に
沿って適正に執行されたも
のと認められた。

公 益 社 団 法 人
栃木県観光物産
協 会

平成25年
１月25日

平成23年度 　団体の運営状況及び次の補助
金に係る出納その他の事務の執
行状況
・出資金
・ 社団法人栃木県観光物産補助
金

　団体の運営及び補助金に
係る事業は、設立目的等に
沿って適正に執行されたも
のと認められた。

大高商事グループ
代表者株式会社
大 高 商 事

平成25年
１月25日

平成23年度 　公の施設の管理状況
・栃木県立宇都宮産業展示館

　公の施設の管理は、目的
に沿って適正に執行された
ものと認められた。

全国農業協同組合
連合会栃木県本部

平成25年
１月22日

平成23年度 　公の施設の管理状況
・栃木県鶏頂高原牧場

　公の施設の管理は、目的
に沿って適正に執行された
ものと認められた。

公 益 財 団 法 人
と ち ぎ 建 設
技 術 セ ン タ ー

平成25年
２月８日

平成23年度 　団体の運営状況
・出資金

　団体の運営は、設立目的
に沿って適正に執行された
ものと認められた。

東野交通株式会社 平成25年
２月８日

平成23年度 　次の補助金に係る出納その他
の事務の執行状況
・栃木県バス運行対策費補助金
・ 栃木県生活バス路線維持費補
助金

　補助金に係る事業は、目
的に沿って適正に執行され
たものと認められた。

栃木県高等学校
体 育 連 盟

平成25年
２月５日

平成23年度 　次の補助金に係る出納その他
の事務の執行状況
・高等学校スポーツ大会開催・
　派遣費等補助金

　補助金に係る事業は、目
的に沿って適正に執行され
たものと認められた。

環 境 整 備
株 式 会 社

平成25年
２月８日

平成23年度 　公の施設の管理状況
・栃木県体育館分館

　公の施設の管理は、目的
に沿って適正に執行された
ものと認められた。

財 団 法 人
日 光 杉 並 木
保 護 財 団

平成25年
１月29日

平成23年度 　団体の運営状況及び次の交付
金に係る出納その他の事務の執
行状況
・出資金
・ 日光杉並木街道保護事業費交
付金

　団体の運営及び交付金に
係る事業は、設立目的等に
沿って適正に執行されたも
のと認められた。

　───────────────────────────────────────────────

調 達 等 公 告
　　　○入札公告
　次のとおり一般競争入札に付する。
　　平成25年３月29日
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栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　入札に付する事項
⑴　委託業務件名　災害廃棄物運搬業務委託
⑵　委託業務内容　入札説明書による。
⑶　履行期間　平成25年４月11日から同年７月31日まで
⑷　履行場所　運搬元：多賀城市震災廃棄物仮置場（宮城県多賀城市宮内一丁目16番地）
　　　　　　　運搬先：壬生町清掃センター（栃木県下都賀郡壬生町大字羽生田1350番地３）

２　入札に参加する者に必要な資格
⑴　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４に規定する者に該当しない者であること。
⑵　競争入札参加者資格等（平成８年栃木県告示第105号）に基づき、資源回収の入札参加資格を有するも
のと決定された者であること。
⑶　平成25年４月９日において、栃木県競争入札参加資格者指名停止等措置要領（平成22年３月12日付け会
計第129号）に基づく指名停止期間中でない者であること。
⑷　廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号。以下「法」という。）第14条第１項の許可
を栃木県知事から受けている者であり、かつ、法第14条第２項又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施
行規則等の一部を改正する省令（平成23年環境省令第１号）附則第12条に基づき、優良基準に適合してい
ると認められた者であること。
⑸　栃木県内に本店、支店、営業所その他の事業場（事故等の緊急時の対処を行うことができる機能を有す
るもの）を有していること。
⑹　過去３年間（平成22年４月以降現在まで）に、本県内で木くずの運搬業務を受託した者であること。
⑺　法第14条第５項第２号イからヘまでのいずれにも該当しないこと。
⑻　自ら委託を受ける業務を実施すること。
３　入札の手続等
⑴　契約に関する事務を担当する課の名称等及び契約内容の縦覧場所
　　〒320-8501　栃木県宇都宮市１丁目１番20号　栃木県環境森林部廃棄物対策課　電話028-623-3107
⑵　入札及び開札の日時及び場所　平成25年４月９日（火）午前10時　栃木県庁本館８階会議室４
⑶　その他　入札説明書は、平成25年３月29日から同年４月８日までの日（土曜日及び日曜日を除く。）の
午前９時から午後５時まで⑴の場所において交付する。

４　その他
⑴　入札保証金　免除
⑵　入札の無効　２の入札参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった
者の提出した入札書及び栃木県財務規則（平成７年栃木県規則第12号）第156条第３号から第７号までに
掲げる入札に係る入札書は、無効とする。
⑶　落札者の決定方法　栃木県財務規則第154条の規定に基づいて設定された予定価格の制限の範囲内で最
低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
⑷　その他
ア　最低制限価格の有無　無
イ　詳細は、入札説明書による。

（廃棄物対策課）　
　───────────────────────────────────────────────

宇都宮市街地開発組合

宇 都 宮 市 街 地 開 発 組 合 規 則 第 一 号

　 非 常 勤 職 員 の 報 酬 及 び 費 用 弁 償 の 額 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

　 　 平 成 二 十 五 年 三 月 二 十 九 日

宇 都 宮 市 街 地 開 発 組 合 長 　 　 福 　 　 田 　 　 富 　 　 一 　 　

　 　 　 非 常 勤 職 員 の 報 酬 及 び 費 用 弁 償 の 額 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則
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　 非 常 勤 職 員 の 報 酬 及 び 費 用 弁 償 の 額 に 関 す る 規 則 （ 平 成 十 三 年 宇 都 宮 市 街 地 開 発 組 合 規 則 第 一 号 ） の 一 部 を

次 の よ う に 改 正 す る 。

　 第 二 条 の 表 中 「 三 十 万 四 千 円 」 を 「 三 十 二 万 円 」 に 改 め る 。

　 　 　 附 　 則

　 こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 五 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

　───────────────────────────────────────────────
宇都宮市街地開発組合告示第７号
　平成25年３月13日招集した第216回宇都宮市街地開発組合議会定例会は、３月13日閉会した。
　議決事項は、次のとおりである。
　　平成25年３月29日

宇都宮市街地開発組合　　　　　　　　
組合長　　福　　田　　富　　一　　

第１号議案　平成25年度宇都宮市街地開発組合一般会計予算
　───────────────────────────────────────────────
宇都宮市街地開発組合告示第８号
　平成25年度宇都宮市街地開発組合一般会計予算は、平成25年３月13日成立の結果、次の通りである。
　　平成25年３月29日

宇都宮市街地開発組合　　　　　　　　
組合長　　福　　田　　富　　一　　

平成25年度宇都宮市街地開発組合一般会計予算
　平成25年度宇都宮市街地開発組合の一般会計の予算は、次に定めるところによる。
（歳入歳出予算）
第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ95,253千円と定める。
２　　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。
第１表　歳入歳出予算
　歳入 （単位　千円）

款 項 金 額

１　使 用 料 及 び 手 数 料 10

１　使 用 料 10

２　財 産 収 入 50,580

１　財 産 運 用 収 入 50,579

２　財 産 売 払 収 入 1

３　繰 入 金 44,539

１　基 金 繰 入 金 44,539

４　繰 越 金 100

１　繰 越 金 100

５　諸 収 入 24

１　預 金 利 子 1

２　雑 入 23

歳 入 合 計 95,253

　歳出 （単位　千円）

款 項 金 額
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発 行 人　　栃　　　木　　　県 〒320-8501 宇都宮市塙田１丁目１番20号　販売価格１か月2,900円
印 刷 所　　株式会社松井ピ・テ・オ・印刷 〒321-0904 宇都宮市陽東５丁目９番21号　（消費税、地方消費税及び送料を含む。）

１　議 会 費 2,542

１　議 会 費 2,542

２　総 務 費 88,758

１　総 務 管 理 費 88,583

２　監 査 委 員 費 175

３　処 分 管 理 費 3,453

１　処 分 管 理 費 2,294

２　販 売 促 進 費 1,159

４　予 備 費 500

１　予 備 費 500

歳 出 合 計 95,253

　───────────────────────────────────────────────

正 誤

発行番号 ページ 行 正 誤

第530号 207 10及び11並び
に13及び14

年 度 年 度 の 翌 年 度

第2460号 211 16

サルモネラ・エンテリカ（血清型
がガリナルムであるものであっ
て、生物型がプローラム又はガリ
ナルムであるものに限る。）

サルモネラ・プローラム

　───────────────────────────────────────────────


